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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 

本市では、平成２０年４月の保健所設置後、自殺対策基本法に基づく自殺対策の取組を進め

てきました。平成２１年度には、行政関係者、学識経験者、地域の関係機関や団体が連携して

自殺対策に取り組むため「久留米市自殺対策連絡協議会」を設置しました。 

また、平成２８年４月に改正された自殺対策基本法において、全ての自治体に自殺対策計画

の策定が義務付けられました。本市でも久留米市自殺対策計画を策定し、市を挙げて総合的な

自殺対策に取り組んできました。 

こうした取り組みもあって、自殺者数は一時減少してきましたが、令和２年以降の新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響等から増加に転じ、現時点では計画目標のほとんどが未達成の状況

となっております。 

このような中、現行の計画が令和５年度までであることから、自殺対策基本法や国の自殺総

合対策大綱、本市における自殺の現状や課題を踏まえ、全庁はもとより全市が一体となり更な

る自殺対策の推進を図るため、第２期計画を策定し、誰も自殺に追い込まれることのない久留

米市の実現を目指します。 

 

２ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和１０年度（２０２８年度）まで

の５年間とします。 

なお、計画期間中においても社会情勢の変化、施策の推進状況等を踏まえ、必要な見直しを

行います。 

  

３ 計画の位置づけ 

○ 自殺対策基本法第１３条第２項の規定に定める「市町村自殺対策計画」として策定しま

す。 

○ 「久留米市新総合計画第４次基本計画」（令和２年度～令和７年度）の目指す都市像の

一つである「市民一人ひとりが輝く都市 久留米」の実現に向け、久留米市地域福祉計

画等、他の関連計画との整合性を図りつつ、市民との協働や人権尊重の視点を踏まえ策

定します。  
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４ セーフコミュニティ※との関係 

  本市では、平成２３年度にセーフコミュニティの取組開始を宣言して以降、「安全で安心して 

暮らせるまちづくり」を推進しています。 

  この取組の中では、「自殺・うつの予防」を重点取り組み項目に設定し、大学、医療関係者、

民生委員、市民団体、警察、消防等からなる１５名の委員で構成される「自殺予防対策委員会」

を設置し、市民・地域団体との協働、関係機関との連携のもと分野横断的な活動を進めていま

す。 

  ※セーフコミュニティ：ＷＨＯ（世界保健機関）が推進する「けがや事故等は偶然の結果ではなく、予防

することができる」という理念に基づいて、予防に重点をおき、地域社会全体で進める安全安心なまちづく

りの取組やそれを行う地域のこと。本市は、平成２５年に世界で３２９番目、国内で９番目、中核市や九州

の自治体で初めてセーフコミュニティの国際認証を取得し、令和５年には、３回目の認証を取得。 

 

５ ＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）は、平成２７年の国連サミットで採択された「持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、令和１２年までに持続可能でよりよい

世界を目指す国際目標です。 

本計画に掲げる施策と特に関連するＳＤＧｓの目標は次のとおりです。「誰も自殺に追い込

まれることのない久留米市の実現を目指す」本計画の推進が当該目標の達成に資するものと

して位置づけます。 
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